
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊谷市同和対策審議会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 時  令和５年７月１４日（金） 

     午前１０時から 

 

場 所  熊谷市議会 第１委員会室 
 
 
 

 

 



 

目   次 

 

 

 

・熊谷市同和対策審議会会議次第 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 

・熊谷市同和対策審議会委員名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

・議題（１）令和４年度 人権教育・啓発事業実績について 

  ◎ 学校教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

  ◎ 社会教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

  ◎ 人権政策推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

  ◎ 生活相談事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

  ◎ 人権問題啓発事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

  ◎ 同和対策事業振興補助事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

  ◎ 隣保館運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

  

・議題（２）令和５年度 人権教育・啓発事業計画について 

  ◎ 学校教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

  ◎ 社会教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

  ◎ 人権政策推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

  ◎ 生活相談事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

  ◎ 人権問題啓発事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

  ◎ 同和対策事業振興補助事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

  ◎ 隣保館運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

 

・参考 熊谷市同和対策審議会条例 ・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

 

 



1 
 

熊谷市同和対策審議会会議次第 

 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 委嘱状の交付 

 

 

３ 市長あいさつ 

 

 

４ 自己紹介 

 

 

５ 会長の選出 

 

 

６ 会長あいさつ 

 

 

７ 議 題 

 

（１）令和４年度 人権教育・啓発事業実績について 

 

（２）令和５年度 人権教育・啓発事業計画について 

 

（３）その他 

 

 

８ 閉  会 
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（１）令和４年度 人権教育・啓発事業実績について 

 

◎ 学校教育 

 

１ 児童生徒人権作文集「じんけんくまがや」（第１７集）発行（社会教育課と共催） 

  

２ 教育研究委嘱校の発表（令和３年度～令和４年度の委嘱）→紙面発表 

   ・秦小学校 

      「互いに認め合い、思いやりのある行動がとれる児童の育成 

～自分の思いを表現し、伝え合う活動を通して～」 

  ・大麻生中学校 

      「人権感覚を身に付け、より良い人間関係を構築できる生徒の育成 

             ～確かな学力を身に付ける教育活動を通して～」 

 

３ 人権教育研修会の実施 

（１）各種研修会 

  ・管理職（校長）同和教育研修（５月） 

   「部落差別解消推進法」を踏まえた学校同和教育の課題 

           講師   部落解放同盟埼玉県連合会  書記長  小野寺 一規 氏 

・管理職（教頭）同和教育研修（７月） 

   「部落差別解消推進法」を踏まえた学校同和教育の課題 

           講師   部落解放同盟埼玉県連合会  書記長  小野寺 一規 氏 

  ・学校人権教育研修会（８月 Web にて実施） 

  「部落差別の現実から学ぶ」 

第１部：「部落差別解消推進法」の意義と制定の背景 

第２部：今日の部落差別の実態と課題 

第３部：学校同和教育の現状と課題 

    講師   部落解放同盟埼玉県連合会  書記長  小野寺 一規 氏 

・人権教育主任研修会（５、８、２月） 

・児童生徒支援加配教員研修会→人権教育研修会及び県が実施する人権研修へ参加 

・指導委員、研究協力員人権教育研修会（５月） 

  「学校における人権教育の推進について」 

   講師 熊谷市教育委員会社会教育課 塚越 康太郎 指導主事 

 

（２）各小中学校における校内人権教育研修会（社会教育課と共催） 

 

４ 人権教育担当指導主事の学校訪問 
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◎ 社会教育 

 

１ 人権同和問題に関する啓発活動 

（１）市報『くまがや』による啓発 

年２回（８月の強調月間、１２月の人権週間にあわせて） 

 

（２）人権・同和問題啓発資料の作成と啓発 

・啓発冊子「わたしたちに できること」３，４００部作成（人権政策課と共催） 

（公民館などでの人権研修で活用） 

 

（３）その他 

・市庁舎懸垂幕及び広告塔（市内１３箇所）での啓発（人権政策課と共催） 

・人権ポスター・標語作品展 （人権政策課と共催） 

令和４年１２月５日(月)～９日(金) 市庁舎１階ロビー 

・啓発物品の作成・配布 

・人権啓発ビデオ（ＤＶＤ）の貸出し 

 

２ 集会所を拠点とした取組 

成人ハートフル学級の開催 

・１４集会所、２４教室開講 

 

３ 公民館を拠点とした取組 

  公民館で実施している生涯学習講座に人権・同和問題研修会を位置づけ、さらに差別の現実

に学ぶ研修を実施した。 

・２８公民館  ２９回実施  受講者 ６９６人 

 

４ ハートフルセミナー「人権問題研修会・指導者養成講座」の開催（人権政策課と共催） 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部プログラムを取り止め日数及び時間を縮小

して開催した。 

   会場：江南総合文化会館「ピピア」 

・令和５年１月２４日（火） 

    講師：ちふれ LGBTQ+アンバサダー 合同会社 unema ダイバーシティスタイル 

       代表 櫻木 彩人 氏 

      「多様性を認め合う 

         ～誰もが生きやすい社会を目指して～」 受講者 ３１２人 

  ・令和５年１月３１日（火） 

    講師：埼玉県県民生活部人権・男女共同参画課 講師 新井 茂登 氏 

     「～同和問題（部落差別）の解決をめざして～」 受講者 ２８１人 
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５ 社会教育関係機関・団体等を対象とした取組 

  公民館長、小中学校職員、市職員、保育士等に対する研修を実施した。 

（１）市議会議員・市職員・保育士等人権問題研修会   

・新規採用職員：４月     参加人数    ５３人 

・全 職 員：８月～９月  参加人数 ２，４７１人 

・市議 会議 員：１１月    参加人数    ３０人 

 

（２）各小中学校における校内人権教育研修会（学校教育課と共催） 

 

（３）各種学級等での研修会 

・市民大学等への講話等 

 

６ 企業を対象とした取組 

（１）企業人権問題研修会 

・２社 ２回派遣  参加者 ５２人 

 

（２）企業訪問 

・コロナ禍を鑑み、市内企業へ採用に関する人権の啓発資料等を郵送。（人権政策課と共催） 

 

（３）ハートフルセミナー「人権問題研修会・指導者養成講座」の開催通知を発送。 

 

７ 熊谷市人権教育推進協議会の取組 

  学校教育、社会教育関係者及び関係団体、知識経験者により構成。 

  理事会、専門委員会を組織し、同和問題をはじめとした人権問題の解決を目指す。 

  ・理事会 令和４年５月３１日（火） 

 ・総 会 令和４年６月３０日（木）（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面開催） 

 

（１）街頭啓発 

令和４年７月２１日（木）  

・うちわ祭会場で啓発品（ウェットティシュ）を配布 

 

（２）児童生徒人権作文集『じんけんくまがや』 

・第１７集を令和４年１２月１６日に発行（学校教育課と共催） 

 

（３）「人権教育ニュース」 

・第３３号を令和４年１０月３１日発行 

・第３４号を令和５年 ３月３１日発行 
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（４）人権に関する意識調査（第１７回）  

・熊谷市内在住の高校生対象  令和４年９月実施 

 

 

◎ 人権政策推進事業 

 

１ 熊谷市同和対策審議会 

  市長の諮問に応じ、同和問題に関する事項について審議したほか、「熊谷市同和行政基本方針」

及び「熊谷市人権施策推進指針」の改定に向けた検討を行った。 

・審 議 会  令和４年７月１４日（木） 熊谷市議会 第１委員会室 

       令和５年２月１５日（水） 熊谷市議会 第１委員会室 

   

２ 大里郡市同和対策推進協議会 

  同和問題解決のための調査、研究事業や同和問題の早期解決に寄与するため、大里郡市１市

(熊谷市)１町(寄居町）で組織。インターネット差別書き込みモニタリング事業を平成３１年

４月から実施している。（４月、６月、７月、１１月、令和５年３月に開催） 

 

３ 各運動団体の研修会への参加 

  同和問題をはじめとする人権課題への認識を深めるため、各運動団体が開催する研修会等へ

参加した。 

 

 

◎ 生活相談事業 

 

１ 生活相談 

  人権政策課内及び電話で、生活相談員が中心となって対応し、関係機関の紹介や助言を行っ

た。また、相談者の希望により、集会所、春日文化センター等においても相談等に応じた。 

  ・窓口相談          ５件 

  ・電話相談          ５件 

  ・対面相談          ５件 

  ・住宅資金貸付金徴収時相談  ０件 

 

２ 住宅資金貸付金償還相談 

  住宅資金貸付金督促・集金の際、生活状況等に係る相談を受け、分割償還の継続を促した。                                  

  ・訪問（延べ件数）    ３２５件 

  ・来訪（延べ件数）     ２１件 
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◎ 人権問題啓発事業 

 

１ 大里郡市人権フェスティバルの開催 

  地域住民の文化活動の推進と人権団体との交流促進を図るとともに、人権意識、人権感 

覚の高揚に資することを目的に開催した。 

・令和４年１０月８日（土）  ・参加者 ４３５人 

会場：江南総合文化会館「ピピア」 

 

２ 人権ポスター・標語の募集 

（１）市内の児童（ポスター６年生・標語５年生）に募集を行い、応募作品の中から優れた作品

を表彰するとともに、市報や啓発冊子「わたしたちに できること」に掲載などの啓発活

動に活用した。 

 

（２）人権ポスター・標語作品展 （社会教育課と共催） 

・令和４年１２月５日(月)～９日(金) 市庁舎１階ロビー 

   人権週間期間中に児童の優れた作品を市庁舎１階ロビーに展示した。 

   また、保育園児の作品展も併せて開催した。 

 

３ その他 

（１）市庁舎に懸垂幕を常掲 

・「お互いの人権みとめて明るい社会」 

 

（２）啓発物品の作成、配布 

 

（３）人権尊重都市宣言広告塔設置  

  ・市庁舎前、熊谷消防署、三尻公民館、熊谷衛生センター、末広交差点等（市内１３箇所）  

 

（４）啓発冊子の作成（社会教育課と共催） 

・「わたしたちに できること」を ７０，０００部作成し、毎戸配布した。 

 

（５）啓発ビデオ（ＤＶＤ）の購入 

「スマイリーキクチと考える インターネットの正しい使い方」 

「性の多様性とＬＧＢＴＱ＋」 

 

（６）チューリップの球根の配布 

・人権の花運動として市内の小学校２９校に配布し、うち２校において、人権擁護委員から 

児童へ直接手渡す贈呈式を開催した。 

 

（７）住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度の周知 
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◎ 同和対策事業振興補助事業 

 

１ 熊谷市同和対策振興補助金 

熊谷市同和対策振興補助金交付要綱に基づき以下の４団体に交付した。 

・部落解放同盟埼玉県連合会熊谷市協議会 

・部落解放愛する会埼玉県連合会熊谷市協議会 

・埼玉県地域人権運動連合会熊谷市協議会 

・埼玉・県北同和会妻沼支部 

 

◎ 隣保館運営事業 

 

１ 春日文化センター祭り 

  地域住民交流と同和問題に対する理解と知識を高めるため開催しているが、令和４年度は新

型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止にした。 

 

２ 人権講演会の開催 

  春日文化センター利用者等を対象に、人権講演会を開催した。 

  令和５年２月２１日（火）参加者２４人 

  「わたしたちに できること」 講師 山 口 修 平 社会教育課指導主事 

   

３ 各種講習会の開催 

  地域住民の交流と同和問題に対する理解と知識を高めるため、各種教室を開催しているが、

令和４年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、飲食を伴う教室は中止にした。 

  ・５２回開催  参加者 ４１６人 

 

４ クラブ活動の奨励 

  地域住民の交流を深めるため、地域に根ざしたクラブ活動を奨励した。 

  ・登録団体 １９団体  

 

５ その他貸館 

  行政・教育、自治会、サークル活動等に対する貸館 

  ・各種サークル活動等       ６０９回 

  ・運動団体利用、集会所学習等    ３０回 

 

６ 施設の修繕等 

  ・駐車場ライン引き修繕              ３７１，８００円 

  ・非常用照明器具交換修繕             １４７，４００円 

  ・浄化槽放流ポンプ改善工事             ７０，４００円 
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  ・裏口ドアフロアヒンジ交換修繕           ６３，８００円 

  ・外トイレ修繕                   ２７，５００円 

  ・浄化槽ロータリーブロアＶベルト交換         ３，０８０円 
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（２）令和５年度 人権教育・啓発事業計画について 

 

◎ 学校教育 

 

１ 児童生徒人権作文集「じんけんくまがや」（第１８集）発行（社会教育課と共催） 

  

２ 教育研究委嘱校の発表（１０月、令和４年度～令和５年度の委嘱） 

    ・三尻小学校、江南中学校（人権教育） 

  ・佐谷田小学校、富士見中学校（心豊かな人間づくり） 

 

３ 人権教育研修会の実施 

（１）各種研修会 

・管理職（校長）同和教育研修会→５月２９日（月） 

・管理職（教頭）同和教育研修会→６月２７日（水） 

・教職員人権教育研修会→７月２７日（木） 

 「部落差別の現実から学ぶ」 

    講師 部落解放同盟埼玉県連合会 小野寺 一規 氏 

・同和関係の現地視察研修（フィールドワーク）→８月１日（火） 

    講師 部落解放同盟埼玉県連合会 小野寺 一規 氏 

・人権教育主任研修会（４、２月） 

・児童生徒支援加配教員研修会→教職員人権教育研修会及び同和関係の現地視察研修に参加 

・指導委員、研究協力員人権教育研修会 ６月３０日（金） 

 「わたしたちにできること」 

講師 熊谷市教育委員会社会教育課 片岡 美由紀 指導主事 

 

（２）各小中学校における校内人権教育研修会（社会教育課と共催）  

 

４ 人権教育担当指導主事の学校訪問 

 

◎ 社会教育 

 

１ 人権同和問題に関する啓発活動 

（１）市報『くまがや』による啓発 

年２回（８月の強調月間、１２月の人権週間にあわせて） 

 

（２）人権・同和問題啓発資料の作成と啓発 

・啓発冊子「わたしたちに できること」作成（人権政策課と共催） 
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（公民館などでの人権研修会で活用） 

 

（３）その他 

・啓発物品の作成・配布 

・人権啓発ビデオ（ＤＶＤ）の貸出し 

 

２ 集会所を拠点とした取組 

成人ハートフル学級の開催 

・１４集会所、２１教室開講 

 

３ 公民館を拠点とした取組（市内３５公民館） 

  公民館で実施している生涯学習講座に人権・同和問題研修会を位置づけ、さらに差別の現実

に学ぶ研修を実施する。 

 

４ ハートフルセミナー「人権問題研修会・指導者養成講座」の開催（人権政策課と共催） 

・令和６年１月から２月 

会場：江南総合文化会館「ピピア」 

 

５ 社会教育関係機関・団体等を対象とした取組 

  公民館長、小中学校職員、市職員、保育士等に対する研修を実施する。 

（１）市議会議員・市職員・保育士等人権問題研修会   

・新規採用職員：４月 

・全 職 員：８月から９月 

・市議 会議 員：未定 

 

（２）各小中学校における校内人権教育研修会（学校教育課と共催） 

 

（３）各種学級等での研修会 

・市民大学等、小・中学生への講話等 

 

６ 企業を対象とした取組 

（１）企業人権問題研修会 

 

（２）企業訪問（人権政策課と共催） 

 

（３）ハートフルセミナー「人権問題研修会・指導者養成講座」の開催通知を発送 
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７ 熊谷市人権教育推進協議会の取組 

  学校教育、社会教育関係者及び関係団体、知識経験者により構成。 

さらに理事会、専門委員会を組織し、様々な人権問題の解決を目指す。 

  ・理事会  令和５年５月２９日（月） 

  ・総 会  令和５年７月 ５日（水） 

 

（１）街頭啓発 

・令和５年７月２１日（金） うちわ祭会場で啓発品配布 

 

（２）児童生徒人権作文集「じんけんくまがや」 

 ・第１８集を令和５年１２月に発行予定（学校教育課と共催） 

 

（３）「熊谷人権教育ニュース」 

  ・第３５号を令和５年１０月に発行予定 

・第３６号を令和６年  ３月に発行予定 

 

（４）人権に関する意識調査「第１８回」  

・小学生対象  令和５年９月実施予定 

 

 

◎ 人権政策推進事業 

 

１ 熊谷市同和対策審議会 

  市長の諮問に応じ、同和問題に関する事項について調査審議する。 

・審 議 会  令和５年７月１４日（金） 

 

２ 大里郡市同和対策推進協議会 

  同和問題解決のための調査、研究事業や同和問題の早期解決に寄与するため、大里郡市 1 市

(熊谷市)１町(寄居町）で組織する。インターネット差別書き込みモニタリング事業を平成 

３１年４月から実施している。 

 

３ 各運動団体の研修会への参加 

  同和問題をはじめとする人権課題への認識を深めるため、各運動団体が開催する研修会等へ

参加する。 
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◎ 生活相談事業 

 

１ 生活相談 

  人権政策課内及び電話で、生活相談員が中心となって対応し、関係機関の紹介や助言を行う。

また、相談者の希望により、集会所、春日文化センター等においても相談等に応じる。 

 

２ 住宅資金貸付金償還相談 

  住宅資金貸付金督促・集金の際、生活状況等に係る相談を受け、分割償還の継続を指導する。                  

 

◎ 人権問題啓発事業 

 

１ 大里郡市人権フェスティバルの開催 

地域住民の文化活動の推進と人権団体との交流促進を図るとともに、人権意識、人権感

覚の高揚に資することを目的として開催する。 

・令和５年度予定 １０月１４日（土） 会場 江南総合文化会館「ピピア」 

 

２ 人権ポスター・標語の募集 

（１）人権ポスター・標語の募集 

市内の児童（ポスター６年生・標語５年生）に募集を行い、応募作品の中から優れた作品

を表彰するとともに、人権フェスティバル会場に展示、市報や啓発冊子「わたしたちに で

きること」に掲載などの啓発活動に活用する。 

 

（２）人権ポスター・標語作品展 （社会教育課と共催） 

人権週間期間中に、児童の優れた作品を市庁舎１階ロビーに展示する。 

   また、保育園児の作品展も併せて開催する。 

 

３ その他 

（１）市庁舎に懸垂幕を常掲 

・「お互いの人権みとめて明るい社会」 

 

（２）啓発物品の作成、配布 

 

（３）人権尊重都市宣言広告塔設置 

  ・市庁舎前、熊谷消防署、三尻公民館、熊谷衛生センター、末広交差点等（市内１３箇所）  

 

（４）啓発冊子の作成（社会教育課と共催） 

・「わたしたちに できること」を作成し、毎戸配布する。 

 

（５）啓発ビデオ（ＤＶＤ）の購入 

・２本購入予定 
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（６）チューリップの球根の配布 

・人権の花運動として市内の全小学校に配布予定  

 

（７）住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度の周知 

 

◎ 同和対策事業振興補助事業 

 

１ 熊谷市同和対策振興補助金 

熊谷市同和対策振興補助金交付要綱に基づき以下の６団体に交付する。 

・部落解放同盟埼玉県連合会熊谷市協議会 

・部落解放愛する会埼玉県連合会熊谷市協議会 

・埼玉県地域人権運動連合会熊谷市協議会 

・北埼・埼葛「同和対策」運動連合会熊谷支部 

・同和会埼玉県連合会大里支部 

・埼玉・県北同和会妻沼支部 

 

◎ 隣保館運営事業 

 

１ 春日文化センター祭り 

  地域住民交流と同和問題に対する理解と知識を高めるため開催した。 

  令和５年５月２７日（土） 参加者１１９名 

 

２ 人権講演会の開催 

  春日文化センターの利用者等を対象に、人権講演会を開催する。 

 

３ 各種講習会の開催 

  地域住民の交流と同和問題に対する理解と知識を高めるため、各種教室を開催する。 

 

４ クラブ活動の奨励 

  地域住民の交流を深めるため、地域に根ざしたクラブ活動を奨励する。 

 

５ その他貸館 

  行政・教育、自治会、サークル活動等に対する貸館 

 

６ 施設の修繕等 

  ・駐車場フェンス基礎補修修繕           予算額 １１９，９００円 

  ・緊急時対応用                  予算額 ２５０，０００円 
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熊谷市同和対策審議会条例 

平成 17 年 12 月 27 日 

条例第 244 号 

(設置) 

第１条 同和問題の解決を図るため、熊谷市同和対策審議会(以下「審議会」

という。)を置く。 

(所掌事務) 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、同和問題に関する事項について調査審

議し、答申するとともに、建議する。 

(組織) 

第３条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

(1) 市議会議員 

(2) 知識経験を有する者 

(3) 人権擁護委員 

(4) 民生委員 

(5) 教育長 

(6) 市立小中学校の長 

(委員の任期) 

第４条 委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合におけ

る補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

(守秘義務) 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、同様とする。 

(委任) 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会

長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


